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目
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告
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自
衛
官
候
補
生
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間
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採
用
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の
期
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興

課)

…

�

○
自
衛
官
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補
生

(
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の
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よ
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退

(

障
害
福
祉
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…

�

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
(

同

)

…

�

○
保
安
林
の
指
定
解
除

(

林

政

課)

…

�

公

告

○
肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

(
食
の
安
全
・

安
心
推
進
課)

…

�

雑

報

○
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

新
産
業
都
市

建
設
事
業
団)
…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
の
平
成
二
十
三
年
度
第
四
次
募

集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
九
年

政
令
第
百
七
十
九
号)

第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項

(

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ

ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

(

女
子)

の
平
成
二
十
三
年
度

第
四
次
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令

(

昭
和

二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号)

第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項

(

第
百
十
八
条
の
規
定
に

よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
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…
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募
集
期
間

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま
で

試
験
期
日

開
始
時
刻

試

験

場

位

置

名

称

平
成
二
十
三
年

九
月
二
十
七
日

(

火)

か
ら
同

月
二
十
八
日

(

水)

ま
で

受
付
後
に

通
知

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
四
五

弘
前
市
大
字
原
ケ
平
字
山
中
一
八
の

一
一
七

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔
梗
野
官
地

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
〇
三
の
五

三
沢
市
大
字
三
沢
字
後
久
保
一
二
五

の
七

む
つ
市
大
湊
町
四
の
一

陸
上
自
衛
隊
青
森
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
弘
前
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐

屯
地

五
所
川
原
市
民
学
習

情
報
セ
ン
タ
ー

航
空
自
衛
隊
三
沢
基

地海
上
自
衛
隊
大
湊
基

地

募
集
期
間

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま
で

�
�
�
�



� �

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
川
内
町
館
山
下
一
二
二
の
一
・
一
二
二
の
四
・
二
六
三
の
一
・
二
六
三
の
一
六
三
・
二

六
三
の
一
六
六

(

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

保
安
林
解
除
の
理
由

水
道
施
設
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
三
年
七
月
二
十
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
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試

験

場

試
験
期
日

開
始
時
刻

位

置

名

称

平
成
二
十
三
年

九
月
二
十
六
日

(

月)
受
付
後
に

通
知

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
四
五

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔
梗
野
官
地

む
つ
市
大
湊
町
四
の
一

陸
上
自
衛
隊
青
森
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐

屯
地

海
上
自
衛
隊
大
湊
基

地

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

財
団
法
人
黎
明
郷
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

平
川
市
碇
ヶ
関
湯
向
川
添
三
〇

平
成
��･

�･

��

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

碇
ヶ
関
診
療
所

平
川
市
碇
ヶ
関
湯
向
川
添
三
〇

平
成
��･

�･

�

弘
前
脳
卒
中
・
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
扇
町
一
丁
目
二
の
一

��･

�･

�

� �



� �

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

雑

報

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
事
業
団
規
則
第
一
号

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
事
業
団
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

年
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト｣

を

｢

年
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改

め
る
。

第
百
一
条
の
次
に
、
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

帳
簿
等
の
様
式)

第
百
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
帳
簿
、
そ
の
他
の
書
類
の
様
式
は
、
電
子
計
算
機
に
よ
り
処
理
す
る

場
合
で
あ
っ
て
こ
の
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
り
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
様
式
に
所
要
の

調
整
を
加
え
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
号
様
式
中

｢８
そ

の
他
｣

を

｢８
住
宅
建
設
瑕 か

疵 し

担
保
責
任
保
険

�
保
険
法
人
の
名
称

�
保
険
金
額
￥
.

に
、｢注

文
者
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

�
保
険
期
間

９
そ

の
他

｣

(以
下
｢甲
｣
と
い
う
｡
)
と
､
請
負
者

(以
下
｢乙
｣
と
い
う
｡
)
｣

を

｢発
注
者
と
受

注
者
｣

に
、

｢当
事
者
記
名
押
印
し
｣

を

｢発
注
者
及
び
受
注
者
が
記
名
押
印
し
｣

に
、

｢注
文
者
(甲
)

｢発
注
者

を

に
改
め
る
。

請
負
者
(乙
)
｣

受
注
者
｣

第
三
十
五
号
様
式
中

｢注
文
者
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
と
請
負
者

と
の
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
の
｣

に
、

｢当
事
者
記
名
押
印
し
｣

を

｢発
注
者
及
び
受
注
者
が
記
名
押
印

し
｣

に
、

｢６
そ

の
他
｣

を

｢６
住
宅
建
設
瑕 か

疵 し

担
保
責
任
保
険

�
保
険
法
人
の
名
称

｢注
文
者

｢発
注
者

�
保
険
金
額

￥
.

に
、

を

に
改
め
る
。

�
保
険
期
間

請
負
者
｣

受
注
者
｣

７
そ

の
他

｣

第
三
十
六
号
様
式
及
び
第
三
十
七
号
様
式
中

｢請
負
者
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

第
四
十
三
号
様
式
及
び
第
四
十
四
号
様
式
中

｢注
刷
色
は
赤
色
と
す
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

第
四
十
五
号
様
式
及
び
第
四
十
六
号
様
式
中

｢注
刷
色
は
青
色
と
す
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

第
四
十
八
号
様
式
中

｢注
刷
色
は
赤
色
と
す
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

｢注
１
刷
色
は
,
赤
色
と
す
る
こ
と
｡

第
五
十
四
号
様
式
中

を
削
る
。

２
甲
,
乙
片
を
複
写
と
す
る
こ
と
｡
｣

第
五
十
六
号
様
式
中

｢課
長

�
｣

を

｢課
長

｣

に
改
め
る
。

第
六
十
四
号
様
式
中

｢青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
総
務
課
長

�
｣

を

｢青
森
県
新

産
業
都
市
建
設
事
業
団
総
務
課
長

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
一
条
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同

条
第
二
項
中

｢以
下
｣

を

｢第
８
条
に
お
い
て
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
四

項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
中

｢甲
乙
間
｣

を

｢発
注
者
と
受

注
者
と
の
間
｣

に
改
め
る
。
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登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
六
三
号

混
合
有
機
質

肥
料

り
ん
ご
有
機

窒
素
全
量四
・
〇

り
ん
酸
全
量
四
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
チ
ッ
カ
リ

ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田

区
九
段
北
一
丁

目
一
三
の
五

� �



� �

別
記
第
二
の
第
二
条
中｢甲

｣

を｢発
注
者
｣

に
、｢乙

｣

を｢受
注
者
｣

に
改
め
、｢従

い
､
｣

の
次
に

｢当
該
｣

を
加
え
る
。

別
記
第
二
の
第
三
条
�
か
ら
同
条
�
ま
で
の
規
定
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発

注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
条
�
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
に
｣

を

｢発
注
者
に
｣

に
改

め
、
同
項
第
三
号
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢以
下
｣

を

｢第
34条
に
お
い
て
｣

に
改
め
、
同

項
第
五
号
中

｢て
ん
補
｣

を

｢�
補
｣

に
改
め
、
同
�
第
三
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、

同
�
第
四
項
中

｢以
下
｣

の
次
に

｢こ
の
項
に
お
い
て
｣

を
加
え
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
条
�
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢か
し
担
保
特
約
｣

を

｢瑕 か

疵 し

担

保
特
約
｣

に
改
め
、
同
�
第
二
項
中

｢以
下
｣

を

｢次
項
に
お
い
て
｣

に
改
め
、
同
�
第
三
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注

者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
八
条
中

｢乙
は
｣

を

｢受
注
者
は
｣

に
改
め
、

｢以
下
｣

の
次
に

｢こ
の
条
に
お

い
て
｣

を
加
え
、
同
条
た
だ
し
書
中｢甲

｣

を｢発
注
者
｣

に
、｢乙
｣

を｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
九
条
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
十
条
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を
｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同

条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
､
発
注
者
は
､
現
場
代
理
人
に
よ
る
当
該
権
限
の
行
使
に
支
障
が
な
く
､
か
つ
､
現
場

代
理
人
と
発
注
者
と
の
連
絡
体
制
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め
た
と
き
は
､
現
場
代
理
人
が
工
事
現
場

に
常
駐
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

別
記
第
二
の
第
十
条
第
三
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同

条
第
四
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に

改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同

条
第
五
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢検
査
｣

を

｢第
２
項
の
検
査
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢当
該
記
録
｣

を

｢当
該
見
本
又
は
工
事

写
真
等
の
記
録
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
二
の
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢か
し
｣

を

｢瑕
疵
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
十
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢き
損
｣

を

｢毀
損
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め

る
。別

記
第
二
の
第
十
六
条
第
一
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、

｢｡
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
｣

を
削
り
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び

第
五
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
十
七
条
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、｢甲

｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
十
八
条
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢わ
き
水
｣

を

｢湧
水
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢甲
乙
間
｣

を

｢発
注
者
と
受

注
者
と
の
間
｣

に
、

｢甲
は
｣

を

｢発
注
者
は
｣

に
、

｢乙
と
｣

を

｢受
注
者
と
｣

に
改
め
、
同
条

第
六
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
十
九
条
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
二
十
条
第
一
項
中

｢地
す
べ
り
｣

を

｢地
滑
り
｣

に
、

｢以
下
｣

を

｢第
29条
第

１
項
に
お
い
て
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

及
び
第
三
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
二
十
一
条
の
見
出
し
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
中

｢乙
｣

を

｢受

注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
発
注
者
は
､
前
項
の
場
合
に
お
い
て
､
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
工
期
を
延
長
す
る

と
と
も
に
､
当
該
工
期
の
延
長
が
発
注
者
の
責
め
に
帰
す
る
理
由
に
よ
る
と
き
は
､
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
請
負
代
金
額
を
変
更
し
､
又
は
受
注
者
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
必
要

な
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

別
記
第
二
の
第
二
十
二
条
の
見
出
し
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改

め
、

｢と
き
は
､
｣

の
次
に

｢延
長
す
る
工
期
に
つ
い
て
､
｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を
｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
二
十
三
条
第
一
項
中

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
、
同
項
た
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だ
し
書
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
二
十
四
条
第
一
項
�
中

｢未
だ
｣

を

｢い
ま
だ
｣

に
、

｢あ
つ
て
は
､｣

を

｢あ

つ
て
は
｣

に
、

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
、
同
�
た
だ
し
書
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
項
�
中

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と

が
｣

に
、
同
�
た
だ
し
書
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第

二
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢乙
が
｣

を

｢受
注
者
が
｣

に
、

｢甲
が
｣

を

｢発
注
者
が
｣

に
、

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に

改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
二
十
五
条
第
一
項
中

｢甲
又
は
乙
｣

を

｢発
注
者
又
は
受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条

第
二
項
中

｢甲
又
は
乙
｣

を

｢発
注
者
又
は
受
注
者
｣

に
改
め
、｢控

除
し
た
額
を
い
う
｡
以
下
｣

の
次
に

｢こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
｣

を
加
え
、

｢以
下
同
じ
｡
)
と
の
｣

を

｢次
項
に
お
い
て

同
じ
｡
)
と
の
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
、
同

項
た
だ
し
書
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を
｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢お

い
て
は
｣

を

｢お
い
て
｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中

｢甲
又
は
乙
｣

を

｢発
注
者
又
は

受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
、
同
項
た
だ

し
書
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
八
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中

｢乙
｣

を
｢受
注
者
｣

に
改
め
、

同
条
第
四
項
中

｢乙
が
｣

を

｢受
注
者
が
｣

に
、

｢甲
が
｣

を

｢発
注
者
が
｣

に
、

｢甲
の
｣

を

｢発
注
者
の
｣

に
、

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
二
十
七
条
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中

｢て
ん
補
｣

を
｢�
補
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
二
十
八
条
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

｢て
ん

補
｣

を

｢�
補
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に

改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢甲
又
は
乙
｣

を

｢発

注
者
又
は
受
注
者
｣

に
、

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢甲

乙
｣

を

｢発
注
者
及
び
受
注
者
は
､
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
二
十
九
条
第
一
項
中

｢甲
乙
双
方
の
責
め
に
｣

を

｢発
注
者
及
び
受
注
者
の
い
ず

れ
の
責
め
に
も
｣

に
、

｢以
下
｣

を

｢第
６
項
に
お
い
て
｣

に
、

｢乙
は
｣

を

｢受
注
者
は
｣

に
、

｢甲
に
｣

を

｢発
注
者
に
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受

注
者
｣

に
、

｢て
ん
補
｣

を

｢�
補
｣

に
、

｢同
じ
｣

を

｢
｢損
害
｣

と
い
う｣

に
改
め
、
同
条
第

三
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、｢､
そ
の
他
乙
｣

を｢そ
の
他
受
注
者
｣

に
、｢以

下
こ
の
条
｣

を｢次
項
｣

に
、

｢
(以
下
｣

を

｢
(第
６
項
に
お
い
て
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
三
十
条
第
一
項
中

｢甲
は
｣

を

｢発
注
者
は
｣

に
、

｢第
20条
ま
で
､
第
22条
｣

を

｢第
22条
ま
で
｣

に
、

｢第
29条
｣

を

｢前
条
｣

に
、

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
、

｢甲
が
｣

を

｢発
注
者
が
｣

に
、

｢乙
に
｣

を

｢受
注
者
に
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢甲

が
乙
｣

を

｢発
注
者
が
受
注
者
｣

に
、

｢乙
に
｣

を

｢受
注
者
に
｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢請
負
代
金
額
の
｣

を

｢請
負
代
金
額
を
｣

に
、

｢費
用
の
｣

を

｢費

用
を
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
三
十
一
条
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
三
十
二
条
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、

｢前
条
第
２
項
｣

の
次
に

｢
(同
条
第
５
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
｡
)
｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、

｢
(以
下
｢年

度
支
払
限
度
額
｣
と
い
う
｡
)
｣

を
削
る
。

別
記
第
二
の
第
三
十
三
条
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
三
十
四
条
第
一
項
中

｢乙
は
｣

を

｢受
注
者
は
｣

に
、

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と

受
注
者
と
が
｣

に
、｢以

下
｣

を｢第
４
項
及
び
次
条
に
お
い
て
｣

に
、｢甲

に
｣

を｢発
注
者
に
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、｢甲

｣

を｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
中｢乙

｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
十
項
中

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
、
同
項

た
だ
し
書
中｢甲

｣

を｢発
注
者
｣

に
、｢乙

｣

を｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中｢乙

｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢年
3.6パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
3.1パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
三
十
五
条
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
三
十
六
条
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
三
十
七
条
第
一
項
中

｢乙
は
｣

を

｢受
注
者
は
｣

に
、

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と

受
注
者
と
が
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改

め
、
同
条
第
四
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢前
項
の
確
認
｣

を

｢同
項
の
確
認
｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中｢乙

｣

を｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
八
項
�
中｢甲

乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
、
同
�
た
だ
し
書
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
十
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
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る
。別

記
第
二
の
第
三
十
八
条
第
一
項
中｢甲

｣

を｢発
注
者
｣

に
、｢先

だ
つ
て
｣

を｢先
立
つ
て
｣

に
改
め
、｢以

下
｣

の
次
に｢こ

の
条
に
お
い
て
｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢乙

｣

を｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
�
中

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
、
同
�
た
だ
し
書
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
三
十
九
条
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
条
の
見
出
し
を

｢
(瑕
疵
担
保
)
｣

に
改
め
、
同
条
�
第
一
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢か
し
｣

を
｢瑕
疵
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
�
第
二
項
中

｢か
し
の
｣

を

｢瑕
疵
の
｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

｢か
し
が
乙
｣

を

｢瑕
疵
が
受
注
者
｣

に

改
め
、
同
�
第
三
項
中

｢第
87条
第
１
項
に
定
め
る
住
宅
を
新
築
す
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
｣

を

｢第
94条

第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
新
築
請
負
契
約
｣

に
、

｢第
６
条
第
１
項
及
び
第
２
項
｣

を

｢第
５
条
｣

に
、

｢か
し
｣

を

｢瑕
疵
｣

に
改
め
、
同
�
第
四
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢か
し
｣

を｢瑕
疵
｣

に
、｢き

損
｣

を｢毀
損
｣

に
、｢第

２
項
又
は
前
項
に
｣

を｢前
２
項
に
｣

に
改
め
、
同
�
第
五
項
中

｢か
し
が
支
給
材
料
の
性
質
又
は
甲
｣

を

｢瑕
疵
が
支
給
材
料
の
性
質
又

は
発
注
者
｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改

め
、
同
�
を
同
条
と
す
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
条
�
を
削
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
一
条
第
一
項
中｢甲

｣

を｢発
注
者
｣

に
、｢乙

｣
を｢受

注
者
｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中

｢年
3.6パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
3.1パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を
｢発
注
者
｣

に
、

｢年
3.6パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
3.1パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
二
条
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、

｢第
31条

第
２
項
｣

の
次
に

｢
(同
条
第
５
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
｡
)
｣

を
、

｢以
下
｣

の
次
に

｢こ
の
条
に
お
い
て
｣

を
加
え
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
三
条
第
一
項
中

｢甲
は
､
乙
｣

を

｢発
注
者
は
､
受
注
者
｣

に
、

｢以
下
｣

を

｢第
４
項
に
お
い
て
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢乙
は
｣

を

｢受
注
者
は
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、

｢以
下
｣

の
次
に

｢こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
｣

を
加
え
、

｢の
各
号
に

定
め
る
乙
｣

を

｢に
掲
げ
る
受
注
者
｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、

同
項
第
三
号
中

｢か
し
担
保
債
務
(乙
｣

を

｢瑕
疵
担
保
債
務
(受
注
者
｣

に
、

｢か
し
に
｣

を

｢瑕
疵
に
｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
四
条
の
前
の
見
出
し
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
発
注
者
は
､
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
､
受
注
者
(第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
､
受
注
者
又
は
そ
の
支
配
人
(受
注
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
､
受
注
者

又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
そ
の
支
店
若
し
く
は
常
時
建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所

の
代
表
者
)
)
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡

�
暴
力
団
員
(暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
(平
成
３
年
法
律
第

77号
)
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
｡
第
５
号
及
び
第
６
号
に
お
い
て
同
じ
｡
)

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

�
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
り
又
は
第
三
者
に
損
害
を
与
え
る
目
的
で
暴
力

団
(暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴

力
団
を
い
う
｡
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
｡
)
の
威
力
を
利
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

�
暴
力
団
の
威
力
を
利
用
す
る
目
的
で
金
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
の
供
与
(以
下
こ
の
号
及

び
次
号
に
お
い
て
｢金
品
等
の
供
与
｣
と
い
う
｡
)
を
し
､
又
は
暴
力
団
の
活
動
若
し
く
は
運

営
を
支
援
す
る
目
的
で
相
当
の
対
価
を
得
な
い
金
品
等
の
供
与
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

�
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
､
暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
､
又
は
暴
力
団
の
運
営
に
資

す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
金
品
等
の
供
与
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

	
暴
力
団
員
と
交
際
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡



暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

�
そ
の
者
又
は
そ
の
支
配
人
(そ
の
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
者
又
は
そ
の
役
員

若
し
く
は
そ
の
支
店
若
し
く
は
常
時
建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
の
代
表
者
)

が
第
１
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
当
該
者
と
こ
の
工
事

に
係
る
下
請
契
約
､
工
事
材
料
等
の
購
入
契
約
そ
の
他
の
契
約
を
締
結
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と

き
｡

�
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
こ
の
工
事

に
係
る
下
請
契
約
､
工
事
材
料
等
の
購
入
契
約
そ
の
他
の
契
約
(前
号
に
該
当
す
る
場
合
の
当

該
契
約
を
除
く
｡
)
に
つ
い
て
､
発
注
者
が
求
め
た
当
該
契
約
の
解
除
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
｡

別
記
第
二
の
第
四
十
四
条
の
二
中

｢甲
は
｣

を

｢発
注
者
は
､
前
条
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
(昭
和
22年
法
律
第
54号
｡
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
｢独
占
禁
止
法
｣
と
い
う
｡
)
第
49条
第
１
項
に
規
定
す
る
排
除
措
置
命
令

に
お
い
て
受
注
者
又
は
受
注
者
を
構
成
員
に
含
む
事
業
者
団
体
(以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
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� �
い
て
｢受
注
者
等
｣
と
い
う
｡
)
に
独
占
禁
止
法
第
３
条
又
は
第
８
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定

に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
､
受
注
者
等
に
対
す
る
当
該
排
除

措
置
命
令
が
確
定
し
た
と
き
(受
注
者
が
当
該
排
除
措
置
命
令
の
名
宛
人
と
な
つ
て
い
な
い
場

合
に
あ
つ
て
は
､
当
該
排
除
措
置
命
令
の
名
宛
人
に
対
す
る
当
該
排
除
措
置
命
令
の
全
て
が
確

定
し
た
と
き
)
｡

�
独
占
禁
止
法
第
50条
第
１
項
に
規
定
す
る
納
付
命
令
に
お
い
て
受
注
者
等
に
独
占
禁
止
法
第

３
条
又
は
第
８
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
つ
た
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
､
受
注
者
に
対
す
る
当
該
納
付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
(受
注
者
が
当
該
納
付
命
令
の

名
宛
人
と
な
つ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
､
当
該
納
付
命
令
の
名
宛
人
に
対
す
る
当
該
納
付

命
令
の
全
て
が
確
定
し
た
と
き
)
｡

別
記
第
二
の
第
四
十
四
条
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
中

第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

�
受
注
者
が
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
独
占
禁
止
法
第
66条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
審
決
を
受
け
､

当
該
審
決
が
確
定
し
た
と
き
(次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
｡
)
｡

別
記
第
二
の
第
四
十
五
条
第
一
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢甲
は
｣

を

｢発
注
者
は
｣

に
、

｢乙
に
｣

を

｢受
注
者
に
｣

に
、

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
六
条
�
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て

｢
(違
約
金
)
｣

を
付
し
、
同
条
第
一
項
�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

発
注
者
は
､
第
44条
又
は
第
44条
の
２
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
､
請
負
代

金
額
の
10分
の
１
(請
負
代
金
額
が
500万

円
を
超
え
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
､
100分

の
５
)
に
相

当
す
る
金
額
(そ
の
額
に
100円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
)
を

違
約
金
と
し
て
､
受
注
者
か
ら
徴
収
す
る
｡

別
記
第
二
の
第
四
十
六
条
�
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
�
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
�
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
�
中

｢甲
｣

を

｢発
注

者
｣

に

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
六
条
第
一
項
�
を
削
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
六
条
第
二
項
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

３
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
､
第
４
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
と
き
は
､
発
注
者
は
､
契
約
保
証
金
又
は
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
わ
る
担
保
を
も
つ
て
第

１
項
の
違
約
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

別
記
第
二
の
第
四
十
七
条
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、

｢又

は
契
約
保
証
金
(契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
に
つ
い
て
は
､
当
該
担
保
の
価

値
)
若
し
く
は
履
行
保
証
保
険
の
保
険
金
｣

を
削
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
七
条
の
二
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢10分
の
１
｣

を

｢10分
の
２
｣

に
、

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
八
条
の
見
出
し
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、｢甲

｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中｢甲

｣

を｢発
注
者
｣

に
、｢乙

｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢年
3.6パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
3.1パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
及

び
第
五
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
、

｢き
損
｣

を

｢毀
損
｣

に
改

め
、
同
条
第
六
項
中｢乙

｣

を｢受
注
者
｣

に
改
め
、｢｡

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
｣

を
削
り
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
五
十
条
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
五
十
一
条
第
一
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢以
下
同
じ
｡
)
等
｣

を

｢第

３
項
に
お
い
て
同
じ
｡
)
等
｣

に
、｢同

じ
｡
)
に
｣

を

｢こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
｡
)
に
｣

に
改

め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
五
十
二
条
第
一
項
中｢甲

乙
協
議
し
て
｣

を｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
協
議
し
て
｣

に
、｢甲

が
｣

を

｢発
注
者
が
｣

に
、

｢乙
が
｣

を

｢受
注
者
が
｣

に
、

｢甲
乙
間
｣

を

｢発
注
者

と
受
注
者
と
の
間
｣

に
、

｢甲
及
び
乙
｣

を

｢発
注
者
及
び
受
注
者
｣

に
改
め
、

｢以
下
｣

の
次
に

｢次
条
に
お
い
て
｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢乙
｣

を

｢受
注
者
｣

に
、

｢甲
｣

を

｢発
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
五
十
三
条
中

｢甲
及
び
乙
｣

を

｢発
注
者
及
び
受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
五
十
四
条
中

｢甲
乙
｣

を

｢発
注
者
と
受
注
者
と
が
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の

(

別
添)

中

｢請
負
者
｣

を

｢受
注
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
の
そ
の
一
の
別
紙
の
第
三
条
第
二
項
中

｢年
3.6パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
3.1パ

ー
セ
ン

ト
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
の
そ
の
一
の
別
紙
の
第
六
条
の
見
出
し
を

｢
(瑕 か

疵 し

担
保
責
任
)
｣

に
改
め
、
同
条
中

｢か
く
れ
た
か
し
｣

を
｢隠
れ
た
瑕
疵
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
の
そ
の
一
の
別
紙
の
第
七
条
中

｢き
損
｣

を

｢毀
損
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
の
そ
の
二
の
別
紙
の
第
四
条
第
二
項
中

｢年
3.6パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
3.1パ

ー
セ
ン
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� �
ト
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
の
そ
の
二
の
別
紙
の
第
七
条
の
見
出
し
を

｢
(瑕 か

疵 し

担
保
責
任
)
｣

に
改
め
、
同
条
中

｢か
く
れ
た
か
し
｣

を

｢隠
れ
た
瑕
疵
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
の
そ
の
二
の
別
紙
の
第
八
条
中

｢き
損
｣

を

｢毀
損
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
の
そ
の
二
の
別
紙
の
第
十
八
条
第
二
項
中

｢年
3.6パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
3.1パ

ー
セ

ン
ト
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
第
四
十
八
条
、
第
三
十
四
号
様
式
、
第

三
十
五
号
様
式
、
別
記
第
二
及
び
別
記
第
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
以
後
に
締
結

す
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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